
高 知 県 環 境 審 議 会 運 営 規 程

（ 趣 旨 ）

第 １ 条 こ の 規 程 は 、 高 知 県 環 境 審 議 会 条 例 （ 平 成 ６ 年 高 知 県 条 例

第 ２ １ 号 ） 第 ９ 条 の 規 定 に 基 づ き 、 高 知 県 環 境 審 議 会 （ 以 下 「 審

議 会 」 と い う 。 ） の 運 営 に つ い て 必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す る 。

（ 部 会 の 設 置 等 ）

第 ２ 条 審 議 会 に 総 合 部 会 、 水 環 境 部 会 、 生 活 環 境 部 会 、 自 然 環 境

部 会 及 び 温 泉 部 会 を 置 く 。

２ 部 会 の 所 掌 事 務 は 、 別 表 １ に 定 め る と こ ろ に よ る 。

３ 部 会 の 委 員 は 、 二 つ 以 上 の 部 会 の 委 員 を 兼 ね る こ と が で き る 。

４ 会 長 は 、 必 要 と 認 め る と き は 、 特 別 の 案 件 を 審 議 す る た め 、 総

合 部 会 に 諮 っ て 第 １ 項 に 規 定 す る 部 会 以 外 の 部 会 を 設 置 す る こ と

が で き る 。

５ 会 長 は 、 審 議 す る 案 件 が ２ 以 上 の 部 会 に 関 わ る も の で あ る 場 合

に は 、 関 連 す る 部 会 の 合 同 部 会 を 開 く こ と が で き る 。

６ 前 項 の 場 合 に お い て 、 合 同 部 会 の 構 成 、 議 事 の 運 営 等 に つ い て

は 、 会 長 が 副 会 長 及 び 部 会 長 と 協 議 し て 定 め る 。

（ 会 議 の 招 集 ）

第 ３ 条 会 長 は 、 審 議 会 を 招 集 し よ う と す る 場 合 は 、 あ ら か じ め 日

時 、 場 所 及 び 議 案 を 、 委 員 に 通 知 す る も の と す る 。

２ 委 員 は 、 審 議 会 の 会 議 に 出 席 で き な い 場 合 は 、 事 前 に そ の 旨 を

会 長 に 連 絡 す る も の と す る 。

３ 審 議 会 に 出 席 で き な い 委 員 は 、 あ ら か じ め 通 知 さ れ た 事 項 に つ

い て 会 長 に 委 任 又 は 書 面 に よ り 表 決 す る こ と が で き る 。

ま た 、 あ ら か じ め 会 長 の 同 意 を 得 、 代 理 者 を 出 席 さ せ 、 意 見 を

述 べ さ せ る こ と が で き る 。

４ 委員の任 命 後 初 回 の 審 議 会 の 招 集 は 知 事 が 行 う も の と す る 。 会

議 に 出 席 で き な い 場 合 は 、 事 前 に そ の 旨 を 知 事 に 連 絡 す る も の と

し 、 代 理 者 を 出 席 さ せ 、 意 見 を 述 べ さ せ よ う と す る と き は 、 あ ら

か じ め 知 事 の 同 意 を 得 な け れ ば な ら な い 。

（ 部 会 の 会 議 の 招 集 ）

第 ４ 条 前 条 の 規 定 は 部 会 に お い て 準 用 し 、 会 長 を 部 会 長 に 委 員 を

部 会 委 員 に 読 み 替 え る 。

（ 専 門 委 員 ）

第 ５ 条 専 門 委 員 は 、 会 長 の 承 認 を 得 て 、 審 議 会 に 出 席 し 、 意 見 を

述 べ る こ と が で き る 。

（ 議 事 ）

第 ６ 条 審 議 事 項 に つ い て は 、 審 議 会 が そ の 内 容 を 検 討 し 、 別 表 １

に 定 め る と こ ろ に よ り 、 関 係 部 会 へ 付 託 で き る も の と す る 。

た だ し 、 緊 急 に 審 議 が 必 要 な 場 合 な ど 、 会 長 が や む を 得 な い と

認 め る と き は 、 該 当 す る 部 会 に 付 託 す る こ と が で き る も の と す る 。



２ 前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 別 表 ３ に 関 す る 事 項 に つ い て は 同 表

に 定 め る 部 会 に 付 託 す る も の と す る 。

３ 部 会 の 決 議 は 、 会 長 の 同 意 を 得 て 審 議 会 の 決 議 と す る こ と が で

き る 。

４ 部 会 長 は 、 審 議 会 か ら 付 託 さ れ た 事 項 に つ い て 審 議 し 、 そ の 経

過 及 び 結 果 を 審 議 会 に 報 告 す る も の と す る 。

（ 会 議 録 ）

第 ７ 条 会 長 又 は 部 会 長 は 、 審 議 会 又 は 部 会 の 議 事 に つ い て 、 会 議

録 を 作 成 す る も の と す る 。

２ 会 議 録 に は 、 会 長 又 は 部 会 長 が 指 名 す る 二 人 以 上 の 委 員 が 署 名

す る も の と す る 。

（ 関 係 者 の 意 見 ）

第 ８ 条 会 長 又 は 部 会 長 が 必 要 と 認 め る と き は 、 関 係 者 に 対 し 審 議

会 又 は 部 会 に 出 席 し て 意 見 を 述 べ さ せ る こ と が で き る 。

（ 事 務 ）

第 ９ 条 審 議 会 及 び 部 会 の 事 務 に つ い て は 、 別 表 ２ に 定 め る と こ ろ

に よ る 。

（ 会 議 の 公 開 ）

第 10 条 審 議 会 及 び 部 会 の 会 議 は 、 公 開 と す る 。 た だ し 、 会 長 又 は

部 会 長 が 必 要 と 認 め る と き は 、 公 開 し な い こ と が で き る も の と す

る 。

２ 第 １ 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 温 泉 部 会 の 会 議 に つ い て は 非 公 開

と す る 。

３ 会 議 の 傍 聴 に 関 し 必 要 な 事 項 は 、 会 長 が 別 に 定 め る 。

（ 附 則 ）

１ こ の 規 程 は 、 平 成 １ ３ 年 １ 月 ２ ４ 日 か ら 施 行 す る 。

２ 旧 高 知 県 環 境 審 議 会 に 設 置 し て い た 各 部 会 及 び 旧 高 知 県 自 然 環

境 保 全 審 議 会 に 設 置 し て い た 各 部 会 で の 審 議 は 、 高 知 県 環 境 審 議

会 に 設 置 し た 各 部 会 に 引 き 継 ぐ も の と す る 。

３ こ の 規 程 は 、 平 成 １ ３ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。 （ 別 表 ２ の 一

部 変 更 ）

４ こ の 規 程 は 、 平 成 １ ５ 年 ２ 月 １ ７ 日 か ら 施 行 す る 。 （ 第 ５ 条 の

一 部 変 更 ）

５ こ の 規 程 は 、 平 成 １ ７ 年 ２ 月 ２ １ 日 か ら 施 行 す る 。 （ 第 ２ 条 、

第 ３ 条 、 第 ５ 条 、 別 表 １ 、 別 表 ２ の 一 部 変 更 及 び 別 表 ３ の 追 加 変

更 ）

６ こ の 規 程 は 、 平 成 １ ８ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。 （ 別 表 ２ の 一

部 変 更 ）

７ こ の 規 程 は 、 平 成 １ ９ 年 １ 月 ２ ６ 日 か ら 施 行 す る 。 （ 第 １ 条 、

第 ３ 条 の 一 部 変 更 及 び 条 の 追 加 （ 第 ４ 条 ） ）

８ こ の 規 程 は 、 平 成 ２ ０ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。 （ 別 表 ２ の 一

部 変 更 ）

９ こ の 規 程 は 、 平 成 ２ ０ 年 ４ 月 ２ ８ 日 か ら 施 行 す る 。 （ 別 表 ２ の



一 部 変 更 ）

1 0 こ の 規 程 は 、 平 成 ２ １ 年 １ 月 ２ ７ 日 か ら 施 行 す る 。 （ 第 ６ 条 、

別 表 １ 及 び 別 表 ２ の 一 部 変 更 ）

1 1 こ の 規 程 は 、 平 成 ２ １ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。 （ 別 表 ２ の 一

部 変 更 ）
1 2 こ の 規 程 は 、 平 成 ２ ４ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。 （ 別 表 ２ の 一
部 変 更 ）

1 3 こ の 規 程 は 、 平 成 ２ ９ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。 （ 別 表 ２ の 一
部 変 更 ）

1 4 こ の 規 程 は 、 令 和 ３ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。 （ 別 表 ２ の 一 部
変 更 ）

1 5 こ の 規 程 は 、 令 和 ６ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。 （ 別 表 ２ の 一 部
変 更 ）



別 表 １

別 表 ２

別 表 ３

部 会 名 所 掌 事 務

総 合 部 会

一 部 会 の 審 議 に 関 す る 総 合 調 整 に 関 す る こ と 。

二 環 境 の 保 全 に 関 す る 基 本 的 事 項 に 関 す る こ と 。

三 前 各 号 に 掲 げ る も の の ほ か 、 審 議 会 の 所 掌 事 務 で

他 の 部 会 の 所 掌 事 務 に 属 し な い 事 項 に 関 す る こ と 。

水 環 境 部 会 水 質 、 地 盤 沈 下 そ の 他 水 環 境 に 係 る 重 要 事 項 に 関 す る こ と 。

生 活 環 境

部 会

一 大 気 汚 染 、 悪 臭 、 騒 音 及 び 振 動 の 防 止 そ の 他 生 活 環 境 に

係 る 重 要 事 項 に 関 す る こ と 。

二 廃 棄 物 処 理 に 係 る 重 要 事 項 に 関 す る こ と 。

自 然 環 境

部 会

一 自 然 環 境 の 保 全 に 係 る 重 要 事 項 に 関 す る こ と 。

二 県 立 自 然 公 園 に 係 る 重 要 事 項 に 関 す る こ と 。

三 鳥 獣 保 護 及 び 狩 猟 に 係 る 重 要 事 項 に 関 す る こ と 。

温 泉 部 会 温 泉 に 係 る 事 項 に 関 す る こ と 。

審 議 会 ・ 部 会 名 所 管 部 局

審 議 会 林 業 振 興 ・ 環 境 部 環 境 計 画 推 進 課

総 合 部 会 林 業 振 興 ・ 環 境 部 環 境 計 画 推 進 課

水 環 境 部 会 林 業 振 興 ・ 環 境 部 環 境 対 策 課 、 自 然 共 生 課

生 活 環 境 部 会 林 業 振 興 ・ 環 境 部 環 境 対 策 課

自 然 環 境 部 会

自 然 環 境 の 保 全 関 係 及 び 県 立 自 然 公 園 関 係

･･ ･ 林 業 振 興 ・ 環 境 部 自 然 共 生 課

鳥 獣 保 護 関 係 ･･ ･ 総 合 企画 部 中山 間地 域対 策課

温 泉 部 会 健 康 政 策 部 薬 務 衛 生 課

部 会 名 付 託 事 項

水 環 境 部 会 水 質 汚 濁 防 止 法 第 1 6条 第 1項 に 基 づ く 水 質 測 定 計 画 に つ い て

温 泉 部 会 温 泉 に 関 す る 事 項 に つ い て


